
○

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い

、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
四
十
一
号
）

改

正

案

現

行

第
四

法
第
五
条
の
四
に
関
す
る
事
項
（
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

第
四

法
第
五
条
の
四
に
関
す
る
事
項
（
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

一

個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
使
用

一

個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
使
用

（
一
）
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
そ
の
業
務
の
目
的
の
範
囲
内
で
求
職
者
等
の

（
一
）
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
そ
の
業
務
の
目
的
の
範
囲
内
で
求
職
者
等
の

個
人
情
報
（
一
及
び
二
に
お
い
て
単
に
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
収

個
人
情
報
（
以
下
単
に
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
こ
と
と

集
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
を
収
集
し
て
は
な
ら
な
い
こ

し
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
を
収
集
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

と
。
た
だ
し
、
特
別
な
職
業
上
の
必
要
性
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
他
業
務

特
別
な
職
業
上
の
必
要
性
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
他
業
務
の
目
的
の
達
成

の
目
的
の
達
成
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
収
集
目
的
を
示
し
て
本
人
か

に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
収
集
目
的
を
示
し
て
本
人
か
ら
収
集
場
合
は

ら
収
集
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。

、
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

（
二
）
〜
（
四
）

（
略
）

（
二
）
〜
（
四
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
遵
守
等

一
及
び
二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
以
下
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
と

い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
四
章
第
一
節
に
規
定
す
る
義
務

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
該

当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
準
じ
て
、
個
人
情
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報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

第
五

法
第
三
十
三
条
の
六
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

第
五

法
第
三
十
三
条
の
六
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
理
由
の
適
切
な
提
示

職
業
紹
介
事
業
者
、
募
集
受
託
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
高
年
齢

者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省

令
第
二
十
四
号
）
第
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
電
磁
的
記

録
に
よ
り
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
の
提
示
を

受
け
た
と
き
は
、
当
該
理
由
を
求
職
者
等
に
対
し
て
、
適
切
に
提
示
す
べ
き

こ
と
。
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